
も、同プロジェクトの提言に基づき、認知症行
動・心理症状への対応や、専門的な認知症ケア
の普及に向けた取組など、認知症ケアの推進を
図るための評価を行った。
なお、平成１７年度から開始した、認知症の正

しい知識の普及を図り、認知症の人が尊厳を
もって地域で暮らし続けることを支える「地域
づくり」を推進していくための広報キャンペー
ンについては、２１年度においても引き続きこれ
を実施したところであり、同キャンペーンの中
心である「認知症サポーター１００万人キャラバ
ン」については、２１年１２月末時点でサポーター
養成講座の講師役であるキャラバンメイトを
２８，５１４名、サポーターについては、１，４２６，２６６
名養成した。

エ 介護に関する普及啓発
介護についての理解と認識を深め、介護サー

ビス利用者及びその家族、介護従事者等を支援
するとともに、これらの人たちを取り巻く地域
社会における支え合いや交流を促進する観点か
ら、平成２０年７月に、介護に関する啓発を重点
的に実施する日として、「１１月１１日」を「介護
の日」と設定した（図２－３－１０）。
「介護の日」に合わせ、「介護の日」フォー

ラムを開催したほか、政府広報や厚生労働省
ホームページ等を活用した普及啓発、「介護の
日」ポスターの配付等を行うとともに、都道府
県・市区町村、関係機関・団体等による広報・
啓発活動やイベント等が行われた。

（４）地域の支え合いによる生活支援の推進
地域福祉等推進特別支援事業において、高齢

者等の地域社会における今日的課題の解決を目
指す先駆的・試行的取組を行う自治体等への支
援を行った。

また、高齢者も含む一人暮らし世帯等が地域
において安心して暮らすことができるよう、見
守り活動等への支援を行う安心生活創造事業を
実施している。

（５）高齢者医療制度の改革
ア 後期高齢者医療制度の廃止と新たな制度の
検討
後期高齢者医療制度については、制度に対す

る国民の御意見等を踏まえ廃止することとし、
廃止後の新たな制度の具体的なあり方を検討す
るため、平成２１年１１月に、厚生労働大臣の主宰
により、関係団体の代表、高齢者の代表、学識
経験者からなる「高齢者医療制度改革会議」が
開催された。同会議においては、検討に当たっ
ての基本的な考え方として、「後期高齢者医療
制度の年齢で区分するという問題を解消する制
度とする」、「高齢者の保険料が急に増加した
り、不公平なものにならないようにする」、「市
町村国保の広域化につながる見直しを行う」等

図２－３－１０ 介護の日ポスター
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